


「パートタイム・有期雇用労働法」の3つのポイント 
①不合理な待遇差が禁止される 
同じ企業において、「正社員」と「非正規社員」間のあらゆる待遇について、不合理な差を付けるこ
とが禁止されます。「あらゆる待遇」とは、基本給、賞与（ボーナス）、各種手当（役職手当、皆勤手
当、食事手当等）はもちろん、交通費、福利厚生（給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇等）、教
育訓練……といったものも含まれます。 

②待遇に関する説明義務が強化される 
非正規社員は「正社員との待遇の違いやその理由」等について、会社（事業主）に説明を求めるこ
とができるようになります。そして、会社は非正規社員から説明を求められたら説明しなければな
りません。さらに、説明を求めた非正規社員に、不利益となる対応（解雇や減給等）を行うことは禁
止されています。 

③行政による対応が変わる 
労働者と会社（事業主）の間でトラブルが生じたら、当事者の一方、または双方の申し出があれば、
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争手続きを行うことが可能になります。都道府県労
働局が、トラブルの早期解決のための援助をしてくれるということです。 
このような裁判以外の方法で解決する手続きを、「裁判外紛争解決手続き（行政ADR）」といいます。 

待遇格差に取り組むことが“企業の義務”！ 


